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会 長 就 任 挨 拶

全国青税の皆さま、こんにち
は。このたび会長に就任しまし
た近畿青税の福島重典です。会
員の皆さまのご支援により、1
年間の任期、精一杯務めてまい
りますので、どうぞよろしくお
願いします。

全国青税との関わりとしては、
平成21年度に税理士制度対策
委員長として、全国青税が取
りまとめた『「税理士法改正に
関するPTによるタタキ台」に
対する意見書』の作成に携わっ
て以来、平成23年度は法対策
部長を、平成24年度は2度目の
税理士制度対策委員長を、平成
25年度は副会長を務めてきま
した。40歳定年制のある京都
青税では既にOB会員の身では
ありますが、図らずも会長の推
薦を受け、今年度、会長をさせ
ていただくこととなりました。

さて、昨年は税理士業界にお
いて、我々の職業法である税理
士法が改正され、それを受けて
の会則変更が行われるなど、大
きな変化のあった年でありまし
た。また、全国青税においては、
従来からの制度問題への取り組
みに加え、「財政の立て直しの
ための施策」や「組織の拡充に
向けた取り組み」、「日税連の民
主的機構改革に向けた取り組
み」などにも力を入れて活動し
てきた年でもありました。今年
度は、これらの取組みの更なる

前進を図るとともに、全国青税
の揺るぎない組織目標である「国
民のための税理士制度の確立」
を目指して、活動していく所存
です。

今年度の重点施策の第一は、
次なる税理士法改正を見据えた
行動です。平成26年改正税理
士法成立の過程において、最
大の課題とされていた3条問題
については、法3条に3項が追
加されたとはいえ、この解決策
は単なる政治的妥協の産物であ
り、何ら根本的な制度問題の解
決はされてないと評価しており
ます。そこで、まずは平成29
年4月から施行される法3条3
項に規定する研修の内容が、立
法の趣旨である「税法に属する
試験科目の合格者と同程度の学
識を取得することができる研修」
となるよう注視しつつ、関係機
関等への働きかけを行っていき
たいと考えております。そし
て、「税理士となる資格を有す
る者は税理士試験に合格した者
を原則とする」という国家資格
として当然の前提の実現を第一
とし、この資格に生涯をかける
青年税理士、また、これから税
理士を目指す税理士の卵にとっ
て未来ある制度となるよう、次
なる税理士法改正に向けてのグ
ランドデザインを描くための議
論を進めていきます。

重点施策の第二は、あるべき

租税制度の確立に向けた行動で
す。トマ・ピケティも唱えてい
るように、税制においては所得
の再分配機能の強化と、格差の
是正に向けた対応が喫緊の課題
です。主権者である納税者の視
点から、応能負担原則を基礎と
する税制のあり方について、そ
のベースとなる基本的な考え方
を、今一度、議論してきたいと
考えております。そこで、例年、
全国青税で取りまとめている「税
制改正に関する要望書」につい
ては、当連盟と親交の深い税法
学者にも策定のプロセスに参画
していただき、知恵の相乗効果
を図りつつ、憲法の要請する公
平な税負担につき、税体系の見
直しを含めた根本の議論を深め
ていきます。また、政権が自民
党に戻ってからは、その制定の
実現は遠のいたのですが、我々
が永年にわたり訴えてきた納税
者権利憲章の制定についても、
粘り強く取り組んでいきます。

重点施策の第三は、韓国の税
務士制度をはじめとする諸外国
の税理士制度についての研究で
す。全国青税が続けてきた韓国
税務士考試会との交流は、平
成12年8月の友好協定締結から
今年で15周年を迎えることと
なります。本年3月には、今ま
での交流の蓄積が一つの実を結
び、全国青税の会員有志が執筆
した「詳解韓国税務士法（公益

　会長就任挨拶　

自分達の未来は自分達で創る

 会 長　福 島 重 典（近畿）　　
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部長就任挨拶・抱負
財団法人日本税務研究センター
編）」を発刊することができた
ところではありますが、引き続
き日韓の税理士同士の友好を深
め、研鑽を積み重ねていきたい
と考えております。また、アジ
ア・オセアニアタックスコンサ
ルタント協会（AOTCA）の毎
年の定例会議が今年度は大阪で
開催されます。全国青税のこれ
までの国際活動が評価され、当
連盟にも参加要請がきておりま
すので、これを機に視点をさら
に広げて、諸外国の税理士制度
についての研究を進め、もって
我が国の税理士制度の発展に資
する知識、情報の共有を図って
いきます。

その他にも、全国青税の組織
の拡充など、取り組むべき事業
が多々あります。特に組織の構
成員の減少を食い止め、維持・
拡大に向けてどのような対策を
講じたらいいのかというのは、
青税に関わらずどの団体におい

ても共通の課題です。単位青税
の活発な活動があっての全国青
税ですので、まずはそれぞれの
地域で活動する単位青税の連携
を図りつつも、全国組織として
の利点を大いに活かしていかな
くてはなりません。組織活動の
基本は、組織の魅力を高めるこ
とと組織の魅力を外に伝えるこ
とであり、この2方面で行う必
要があります。全国青税は、①
国民のための税理士制度の確
立、②国民のための租税制度の
改善、③会員の業務に有益な税
法、会計、経営等に関する研究
活動の3つの目的達成のために、
会員相互の研鑽、親睦並びに交
流を行っている団体です。法対
策部を中心としたこれらの活動
内容の一層の充実を図りなが
ら、それぞれの単位青税会員の
英知と力を結集し、11月に開
催する秋季シンポジウム、そし
て来年8月に開催する全国大会
を成功させます。そして、この

全国青税の目的が凝縮された2
大行事を、可能な限りオープン
にし、全国青税の魅力を対外的
にアピールしていく場にしてい
くことを検討していきたいと考
えております。

いずれにせよ、これらの活動
は私一人では何もできません。
全国の青税会員の皆さんのお力
と、理事の皆さんの知恵を借り
ながら、私と一緒になって汗を
かいてくれる執行部のメンバー
と一丸となって、取り組んでい
きたいと考えております。

理念なくして組織の成長はあ
りません。また、行動なくして
結果はありません。「自分達の
未来は自分達で創る」。今年度、
この言葉を胸に、執行部一同、
情熱を燃やし、確固たる信念を
もって、志高く青税活動に取り
組んでいきますので、会員の皆
さまの絶大なるご支援とご協力
をよろしくお願いします。

総 務 部

部長　山 田 隆 一
 （近畿）　
　この度、総務部長に就任いた
しました近畿青税京都支部の山
田隆一です。
　青税歴は10年程度とまあま

あ長い部類に入るのですが、全
国青税での役は初めてという事
のもあり、大変不安が一杯なの
ですが、会員の皆様のご助言を
仰ぎ職務を全うしたいと思いま
す。
　福島会長とは昨年、近畿青税
で代表幹事～総務部長という関
係でありまして、その変わらぬ
ペアで息もぴったり？本年度は
全国青税の場で切り盛りをして
いきたいと思います。福島会長
の元、2年連続の総務部長の役
職のため、性格も几帳面になら
ざるを得ないと自負しています
が、是非足らぬところはこっそ

りと優しいお声掛けをお願いし
ます。
　普段の全青理事会や全青行事
を円滑に進行するには全青執行
部、各単位会の代表者はじめ理
事の方々の協力を得ずには成り
立ちません。また全青事務局と
の連携も本年度は見直す必要が
あると考えていますので、特に
事務方の窓口として、理事の皆
様とコミュニケーションを密に
取っていきたいので、仲良くお
付き合いください。
　それでは改めまして一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げま
す。

部長就任挨拶・抱負
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部長就任挨拶・抱負

経 理 部

部長　仙 田 浩 人
 （名古屋）　
　経理部長を務めさせて頂きま
す名古屋青税の仙田と申しま
す。横浜で学生時代を過ごし、
東京の大崎で会社員時代を過ご
し、通勤電車の大変さになんと
なく税理士試験を受けることと
なり税理士となりました。
　名古屋青税については加入し
て10年ですが、全青について
は昨年から初めて理事を経験さ
せていただいており、正直経験
不足を感じる部分がございます。
しかしながら、福島会長を微力
ながらも支えることが出来るよ
う一年間頑張りたいと思います。
　今年度の経理部につきまして
は、事業計画に掲げている内容
を恙なく遂行することでござい
ますが、その中でも福島会長よ
りご指示いただいていることは
収支の管理についてです。現在
当連盟についてはH22/5期より
H27/5期まで6期連続のマイナ
スの当期収支差額となっており
ます。我々の活動については、
その成果はすぐに表れるもので
はなく、継続して一定の活動を
し続けることが重要と思います。
そのためにも、なるべく当年度
の予算で支出を賄える組織体に
なることが肝要であると思いま
す。その目的を果たすべく、予
算執行及び経理状況につき情報

の共有化を図り、一年間取り組
んでいきたいと思いますので、
よろしくお願い致します。

研 究 部

部長　大 沢 優 子
 （神奈川）　
　みなさんこんにちは！今年度
研究部長を仰せつかりました神
奈川青税の大沢と申します。一
年間、皆さんと楽しく過ごさせ
ていただきたいと思っておりま
すので、どうぞよろしくお願い
いたします！
　秋季シンポジウムには、たく
さんの思い出があります。論文
を書くのに四苦八苦したこと、
みんなで意見交換したこと、ディ
ベートに参加したこと、などなど。
どれも税理士として大変貴重な
体験だったと思います。ですか
ら、一人でも多くの方々に、秋
季シンポジウムに参加していた
だければ嬉しいです。
　今年は東京、そして来年は神
奈川で開催されます。神奈川青
税では、来年の秋季シンポジウ
ムに向けて、有意義なシンポジ
ウムになるように知恵を絞って
いきたいと思っています。
　今年の東京開催のシンポジウ
ムから、来年の神奈川開催のシ
ンポジウムへと、しっかりとバ
トンを受け取ってつないでいき
たいと思っておりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

組 織 部

部長　瀬 川 　 昇
 （近畿）　
　今年度、組織部長をさせてい
ただくことになりました、近畿
青税の瀬川昇です。全青の執行
部は、一昨年坂井会長のもと、
総務部長を務めましたので二回
目となります。
　組織部の役目としましては、
まず未入会単位会の発掘が挙げ
られます。前年度の坂本会長を
中心に未入会単位会の接触が進
んでいます。なかなか話の進ま
ないのが現状ですが、その引継
をもとに岡山、広島、鹿児島、
長崎、仙台などといったあたり
の青年税理士団体と接触をはか
り、進展に繋げていければと思っ
ています。
　次に、各単位青税の会員増
強・組織力の強化のフォローで
す。毎年、組織会議というもの
が行われています。各単位会の
組織活動を発表し、情報共有し、
組織活性化に繋げようというも
のです。過去の資料も参考にし
て、何か成果を挙げられるもの
はないかを検討します。
　未入会青税や個人会員につき
ましていろいろな情報がありま
したら、ぜひともご一報いただ
きますようよろしくお願いしま
す。一年間どうぞよろしくお願
いします。
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厚 生 部

部長　泉 　 昌 宏
 （埼玉）　
　この度、厚生部長を仰せつか
りました埼玉青税の泉と申しま
す。
　昨年度は全青理事から抜けて
おりましたので、1年ぶりに全
青理事に復帰させていただきま
した。また、久々に執行部にて
業務を行わせていただくことに
なりましたので、自分の出来る
限り精一杯頑張りたいと思って
おります。
　さて、厚生部のメイン業務は、
毎月開催される全青理事会後の
懇親会を盛り上げること、来年
8月に開催される第49回定時総
会「京都大会」の懇親会を近畿
青税のご協力により成功裏に収
めることの2点となります。例
年通り滞りなく業務を行うこと
は当然として、全青理事会終了
後の懇親会では、何かしら例年
と異なることを一度でも取り入
れてみて、懇親会の更なる活性
化が図れたらと思っております。
　私一人では至らぬことばかり
ですが、他の理事の皆様ととも
に協力をしながら、福島執行部
を厚生関係でサポートしていき
たいと思っております。一年間
どうぞよろしくお願い致します。

法 対 策 部

部長　櫻 井 繁 樹
 （近畿）　
　今年度、福島執行部において
法対部長を務めさせて頂く、近
畿青税の櫻井です。前期の坂本
執行部での経理部長に引き続
き、部長をすることとなりまし
た。この広報誌の前号において
退任のご挨拶の原稿が掲載され
ており、この号においては、ま
たまた私の就任のご挨拶の原稿
が掲載されることになります。
　近畿税理士会の同じ部で、二
年間一緒に会務にたずさわって
きた福島会長から、“宜しくね”
と言われてしまい、年齢的にも
離れつつあった青税からの引退
がまたも一年間先延ばしとなっ
てしまいました。
　さて法対部長と言うことで、
全青の要である税制改正と税理
士制度という二つの大きな問題
に取り組む一年となりそうです。
せっかく取組む以上はできる限
りの対応をして、青税会員の声
を聴きながら、青税らしい意見
をまとめて行きたいと思います。
　今年度の法対部の大きな事業
の柱は、応能課税に基づく今後
の望ましい公平な税制の検討、
そして平成29年4月から施行さ
れる、税理士法3条3項に定め
る公認会計士の税理士資格取得
の『税法に関する研修』に対す
る、青税としての考え方に関す

る内容の検討と意見表明にある
と考えております。これらの事
業の対応において、法対部員に
はより多くの意見を頂きながら
活発な議論を交わしたいと思い
ますので、皆さま宜しくお願い
致します。

国 際 部

部長　小 山 栄 一
 （東京）　
　皆様こんにちは。2015年度
福島執行部にて、全国青税国際
部長を務めさせていただきます、
東京青税の小山です。一年間ど
うぞよろしくお願い致します。
　国際部では、毎年秋に韓国税
務士考試会の方々と勉強会を開
催しております。先日の埼玉全
国大会には、考試会のク・ジェ
イ会長他、考試会の役員のみな
さまもご臨席いただきました。
懇親会では秋の勉強会に向けて
の打ち合わせを兼ねて、楽しい
時間を過ごす事が出来ました。
翌日、翌々日と東京スカイツ
リー見学・東京青税宮本会員事
務所訪問・日税連日税研へのご
案内・渋谷へショッピングと盛
りだくさんの予定でした。そこ
からは全国青税と韓国税務士考
試会との絆が、確実に築けたと
自負しております。これからも
友好関係を保てるよう、この一
年間は全力で国際部長職を務め
て行く所存です。
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　その他今年度の国際部事業計
画としましては、諸外国の税理
士制度について研究するという
ものがあります。こちらにつき
ましても、まずは10月に大阪
で開催されます AOTCA に出
席することからはじめて行きた
いと思います。最後になります
が、この一年間国際部一丸と
なってがんばりますので、皆様
からのご協力をお願い申し上
げ、ご挨拶とさせて頂きます。

広 報 部

部長　塚 下 順 司
 （岐阜）　
　この度、広報部長を仰せつか
りました岐阜青税の塚下順司で
す。
　広報部の具体的な業務は、会
報誌の発行とホームページのメ
ンテナンスです。会報誌の発行
は年3回を予定しておりますが、

毎回期日通りに発行することは
もちろんのこと、みなさまに全
国青税の活動内容が伝わるよう
にわかりやすい書面作成をして
いきたいと思います。ホームペー
ジについては、同じ岐阜青税の
林委員長に担当していただくこ
とになりましたので、密に連絡
を取り合ってリアルタイムな更
新をしていくよう心がけます。
　広報部として、皆様に原稿依
頼をお願いすることが多々ござ
いますが、ご協力していただき、
また、ご指導をお願いいたしま
す。
　1年間という短い期間ではあ
りますが、どうぞよろしくお願
いします。

 日税連担当委員会

� 委員長　坂 本 和 穂
 （近畿）
　今年度は日税連担当委員長を
拝命しました、近畿青税の坂本
和穂です。昨年は会長として、
当連盟の事業計画に数年ぶりに

「日本税理士会連合会の民主的
機構改革に向けて活動する」と
いう項目を掲げさせていただき
ました。本年度の事業計画にも
上記項目は継続して記載されて
います。日税連の改革を提言す
るには、その活動や動向の注視
が欠かせません。また、日税連
の活動と意思決定はわれわれの
業界のみならず、建議権の行使
がたとえば税制改正に反映され
れば、国民納税者にも影響を与

えることになります。今年度は
日税連の会長及び執行部も様変
わりしましたので、日税連の運
営や活動内容について、例年以
上の注視が必要であると考えて
います。
　今年度も日税連及び日税政の
動向を注視し、情報収集を行う
ため、日税連定期総会及び日税
政の定期大会の傍聴、年 4 回開
催予定の日税連の理事会傍聴を
例年同様に実施するとともに、
日税連執行部との懇談会も開催
する予定です。これらの活動を
通じて得た情報を、理事会など
で会員の皆様にお届けさせてい
ただきます。
　どうぞよろしくお願いいたし
ます。

 全国大会実行委員会

委員長　和 田 泰 裕
 （近畿）
　近畿青税の和田泰裕と申しま
す。来年の第 49 回全国大会は、
我が京都にて開催されることが
決まりました。近畿での開催は
第 44 回神戸大会以来、京都で
の開催は 14 年ぶりです。
　本年度は、同じ京都の福島さ
んが会長に、山田さんが総務部
長に就任され、私も居ても立っ
ても居られなかったところ、お
声掛けをいただき身に余る光栄
です。
　ご存じの通り、京都は世界で
最も影響力のある旅行誌「トラ
ベル・アンド・レジャー」にて
2 年連続「最も魅力的な観光都

委員長就任挨拶・抱負
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市」の世界 1 位に選ばれました。
皆さまに夏の京都を満喫いただ
けるよう、福島執行部がしっか
りと最後を締め括り次なるバト
ンを渡す定時総会となるよう、
近畿青税 2 府 4 県が力を合わせ
て準備を進めていきます。
　とにかく来年の夏、今から皆
さまの手帳の平成 28 年 8 月 6
日（土）に「京都」と書き入れ
て頂きますよう、宜しくお願い
申し上げます！

会長等推薦審議委員会

委員長　市 木 雅 之
（近畿）

　このたび、会長等推薦審議委
員会委員長を拝命いたしました
市木雅之です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　当委員会は 4 代前の会長が委
員長に就任することが慣例と
なっておりますが、もう 4 年も
経つのかと思うと感慨深いもの
があります。当委員会は次年度
の全国青税会長を推薦すること
が主な任務となり、そのために
例年各単位青税より 1 名ずつの
委員をご選出いただきます。こ
の委員の皆さんと協力して、次
年度の会長候補者の推薦を決め
ることになります。
　平成 26 年税理士法改正は資
格取得制度の整備に焦点が当た
りましたが、政治的妥結の名の
もとに将来禍根を残しかねない
結果となりました。それ以外に
も使命の明確化については一切
触れられていないほか、税理士
会の自治に向けても措置がなさ
れていない中途半端な改正に終
わったといわざるを得ず、この
ままで良いはずがありません。

　これからの全国青税は、次の
税理士法改正に向けた準備の期
間となるのでしょう。そのため
には、全国の青年税理士の英知
を結集して行動する必要があり
ます。
　そのような我々青年税理士の
リーダーとして相応しい方を推
薦できるよう、私自身の青税生
活の集大成として委員会運営に
努めさせていただく所存です。
　一年間どうぞよろしくお願い
いたします。

三青会担当委員会

委員長　石 澤 健 太
（神奈川）

　このたび、三青会担当委員長
を拝命いたしました、神奈川青
年税理士クラブの石澤健太と申
します。全国青税に参加し始め
てからまだ一年も経っていない
状況ですが、大役を任せて頂き
大変光栄に感じております。
　去る 7 月 24 日に今年度第一
回目の三青会勉強会があり、青
法協さん、全青司さん、それぞ
れの活動報告を伺いました。両
団体とも議長声明やデモ活動な
ど、相当アクティブに活動され
ているようです。私たちの税理
士業界も、消費税、相続税の増
税、さらにはマイナンバーの導
入など目まぐるしく状況が変化
しておりますが、こういった時
だからこそ青税の理念である

〝国民のための税理士制度〟の
原点に立ち返って、三青会を通
じ積極的に研鑽を深めていきた
いと考えております。
　全国青税の先輩方が作ってく
ださった伝統を大事に、一方で
新人らしく大胆に、そして謙虚

に一年間やりとげる所存でござ
いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

秋季シンポジウム実行委員会

委員長　宮石奈緒子
（東京）

　この度、シンポジウム委員長
を仰せつかりました東京青税の
宮石奈緒子です。
　前年度からの引き続きの担当
業務となりますが、いよいよ東
京での秋季シンポジウムも 2 ヶ
月後に迫ってまいりました。今
年度の統一テーマは「未来へ。
～応能負担原則から見た税制の
分析と提言～」です。福島執行
部の重点施策である、“ あるべ
き租税制度の確立に向けた活
動 ” に資する研究・発表の機会
となるよう、東京青税一丸と
なって開催準備に努めて参りた
いと思っております。
　会員の皆様の多くのご来場を
心よりお待ちいたしておりま
す！

11 月 8日（日）
東京　大手町サンケイプラザ
� でお会いしましょう！！
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ホームページ運営委員会

委員長　林 享
（岐阜）

　今年度、ホームページ運営委
員長を務めます岐阜青税の林享
と申します。どうぞ宜しくお願
いいたします。
　会員の皆様は、全国青年税理
士連盟のホームページをご覧に
なられたことはあるでしょう
か。正直なところ、私も最近に
なって見るようになったばかり
なのですが、全国青税のホーム
ページを開いてみると、日々の
活動報告や意見書の掲載、ある
いはブログ等もあり、力が入っ
ています。ぜひご覧になって頂
ければと思います。
　慣れない業務とか申し上げて
いるうちに、任期が終わってし
まうかもしれませんが、ホーム
ページは組織内外への強力な情
報発信ツールになり得ると思い
ますので、情報発信を途絶えさ
せることなく、できるかぎりタ
イムリーに更新していきたいと
思います。
　1 年間どうぞ宜しくお願いい
たします。

税理士制度対策委員会

委員長　高 橋 紀 充
（東京）

　今夏後半は曇空が多い日が続
きました。この広報誌を手にす
る頃は、秋らしい澄んだ青空の
ことと思います。
　この度、税理士制度対策委員
長を務めます高橋紀充と申しま
す。
　今年度の税理士制度対策委員
会では、主に①今後のあるべき
税理士制度のグランドデザイン
を検討・意見②平成 26 年税理
士法改正後の制度運用注視・意
見③日本税理士会連合会の機構
改革に向けての検討・意見、を
中心に行っていきたいと考え
ております。また、番号制度
や TPP などの問題についても、
納税者の権利擁護の視点からそ
の動向を注視し対応していきま
す。
　特に、①の今後のあるべき税
理士制度のグランドデザインに
ついては、先達の闘いを生かし
今後 10 年、20 年先の未来の空
も青く澄んだものとすべく土台
作りをしたいと思います。
　不慣れな点もあり何かとご迷
惑をおかけすることもあるかと
思いますが、一年間どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

税制対策委員会

委員長　鈴 木 茂 和
（東京）

　この度、税制対策委員長を務
めさせていただくことになりま
した東京青税の鈴木茂和です。
　税制対策委員会では、税制に
関する研究及び対策が主たる活
動となります。今年度は昨年度
あった納税環境整備委員会がな
くなったこともあり、税制対策
委員会で、納税者の権利擁護に
ついての研究及び対策も行いま
す。
　税制に関する研究及び対策で
すが、毎年作成している税制改
正要望書に加え、「公平・中立・
簡素」の基本的考え方の下、応
能負担原則を基礎とする税制の
あり方についての要望書も作成
したいと考えております。
　納税者の権利擁護についての
研究及び対策ですが、国税通則
法の目的規定に「納税者の権利
利益の保護」の文言を加えると
ともに、保護されるべき権利を
明記した納税者権利憲章の制定
を目指した行動を今年度も続け
ていきます。また、行政不服審
査法の改正に伴う国税通則法等
の改正について、今後の動向を
見ながら検討と提言を行いま
す。
　一年間どうぞよろしくお願い
いたします。
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　東京青税会長

森 　 智 之
　本年度、東京青年税理士連盟
の会長を務めさせて頂いており
ます森智之です。東京青税は昭
和 37 年 3 月に設立されて以来、
真に国民のための税理士制度の
確立に向けて運動する団体とし
て発展してきました。現在、税
理士試験合格者を中心に 500 名
を超える会員数で活動を行って
おります。東京青税は「制度・
研修・厚生」を活動の中心に据
え、税理士制度の研修会、租税
法の基礎講座、税法の研修会、
実務や事務所経営に役立つ研修
会、青山学院大学の学生との
ディベートなど多岐に渡る研究
研修活動を行っております。ま
た、春と秋には厚生行事を行い
会員同士の親睦を深めていま
す。東京青税は会員資格に年齢
制限がありません。新人からベ
テラン税理士までが同じ研究研
修会で意見交換を行い、研修後
の親睦会では世代間を問わず語
り合い親睦を深めています。
　本年 11 月には「『未来へ』～
次世代に繋ぐ。応能負担原則か
ら見た税制の分析と提言～」を
テーマに、東京・大手町サンケ
イプラザにて秋季シンポジウム
が開催されます。東京青税一丸
となって準備を進めておりま
す。皆様の参加を心よりお待ち
しております。
　この 1 年間どうぞよろしくお
願いします。

　近畿青税代表幹事

三 谷 　 智
　本年度、近畿青年税理士連盟

（近畿青税）代表幹事を務めま
す三谷智です。
　近畿青税は本年 7 月 10 日に
創立 50 周年を迎え、新たなス
タートを切りました。そこで、
本年度は先人たちから受け継い
だ近畿青税 50 年の伝統を護り
つつ、次の 50 年へ向け新しい

「近畿青税」を創造すべく事業
展開を進めて行きたいと思って
おります。
　活動としては、制度問題に対
する積極的な行動はもちろんの
こと、今年は特に組織力強化に
向け、近畿 2 府 4 県これまで以
上に未入会者の情報共有を図
り、会員の増加を目指したいと
思っております。
　また、さいたま大会に於い
て、地元近畿から全国青税会長
をはじめ多くの部長、委員長が
選出されておりますので、近畿
青税総力を上げて全青活動を盛
り上げて行きたいと思っており
ます。
　そして、来年の全国大会は（8
月 6 日（土））、京都ホテルオー
クラで開催されます。京都の地
で多くの皆様にお会いできるこ
とを願い、準備を進めて参りま
すので 1 年間よろしくお願い致
します！

　名古屋青税会長

水 野 　 誠
　こんにちは！名古屋青年税理
士連盟第 49 代会長を務めてお
ります水野誠です！
　名古屋青税は 160 名の会員と
活動に賛同をいただいている賛
助会員の合計 550 名で構成され
ています。
　今年度の名古屋青税の事業
は、①秋の全青シンポジウムを
担当し、税制改正をテーマに活
動する研究部、②税務争訟手
続きをテーマに活動する制度
部、③ホームページ、ブログ、
Facebook などの広報ツールの
管理、大学などへの職業紹介、
専門学校への青税紹介を行う組
織・広報部、④家族懇親会、新
入会員歓迎会など各種懇親会を
担当する厚生部の 4 つの部と⑤
大学生とのディベート大会を担
当する判例等研究委員会が中心
となって行います。また、いよ
いよ名古屋青税も平成 29 年 2
月 3 日で 50 周年を迎えますの
で、その準備も着々と行ってい
ます。
　皆で頭をひねって脳みそから
汗が出るほど研究し、ケンカす
るくらい激しく議論をし、そし
て懇親会ではバカになるくらい
盛り上がる若者らしいチャレン
ジ精神＝名青税精神で、今後の
全国青税の行事も大いに盛り上
げていきたいと思います！

【ホームページ】http://www.
meiseizei.gr.jp/　「名青税」「名
古屋青税」で検索
ア ル バ ム（ バ ッ ク ナ ン バ ー

単 位 青 税 代 表 紹 介□□□□□□□□
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は 2006 年 か ら ）・ ブ ロ グ・
Facebook で活動状況を覗いて
みてください！

　神奈川青税代表幹事

南 波 隆 之
　本年度、神奈川青税の代表幹
事を務めます南波隆之です。神
奈川青税は約 150 名の会員で活
動しており、ベテラン会員から
新合格者まで、幅広い年代の方
で構成されています。税理士法
人の代表として活躍中の方、サ
ラリーマンから独立開業した
方、二足のわらじを履いて頑
張っていらっしゃる方等々、い
ろいろな経歴を持った会員が集
まっています。事務所の経営か
ら実務の悩みなどを気軽に相談
できる仲間ができ、そして周り
からの刺激を受けて税理士の社
会的使命についても学ぶことが
できる、そのような場としてい
きたいと考えています。
　本年度の事業計画はテーマと
して『長期的な視点に立って変
化に対処する』を掲げています。
長い視点に立って我々税理士が
果たすべき社会的責任、発展の
形を探っていくために、足許を
固め、変化に機敏に対処できる
素地を作っておくことを目標に
活動していきます。また 2016
年には神奈川にて秋季シンポジ
ウムの開催を予定していますの
で、どうぞご期待ください。
　1 年間どうぞよろしくお願い
致します。

　埼玉青税代表幹事

中 西 則 之
　平成 27 年 7 月 4 日の第 39 回
定期総会において、本年度も代
表幹事に就任いたしました中西
則之です。埼玉青年税理士連盟
は、会員数約 80 名で活動して
おります。
　主な活動としては、月 1 回の
さいたま市内で行われる浦和研
究例会と、確定申告時期に川口
市において事例研究例会を開催
しております。研究例会終了後、
会員との親睦を図るために懇親
会を行っております。なお、確
定申告が終わって一段落したこ
ろで、バーべキュー大会を開催
します。
　これからの行事としては、11
月 8 日に開催する東京での秋季
シンポジウムが行われますの
で、そのことを念頭において準
備していきます。
　会員には年齢制限が無く、
アットホームな雰囲気で活動し
ておりますので、この 1 年間ど
うぞよろしくお願いします。

　千葉青税会長

松 田 匡 司
　青税の皆さん、こんにちは。
　今年度、千葉青年税理士連盟
の会長を務めさせていただきま
す松田匡司（まつだまさし）で
す。
　昨年の千葉シンポでは、多く
の会員の皆さまに参加いただ
き、誠にありがとうございまし
た。
　千葉青税は、現在約 90 名ほ
どの会員で活動しております。
　昨年まで幹事のなり手が見つ

からず、存続の危機を迎えてお
りましたが、歴代会長の復帰、
未登録会員の協力などにより、
なんとか新執行部を立ち上げる
ことができました。
　当面は、全国青税の活動に十
分対応できる状態ではないです
が、研修会を中心とした千葉青
税内部の活動を推進して、千葉
青税会員が明るく楽しく集える
組織にしていきたいと考えてお
ります。
　一年間、どうぞよろしくお願
いします。

　岐阜青税会長

橋 本 武 彦
　平成 27 年 4 月より、岐阜青
年税理士連盟の会長を務めさせ
て頂いております橋本武彦で
す。よろしくお願い致します。
　岐阜青年税理士連盟は昭和
52 年に設立され、岐阜市及び
岐阜市近郊市町に事務所を有
する若手税理士（45 歳以下の
正会員と 45 歳超の準会員）約
100 名が所属する団体です。
　活動としましては、毎月 1 回
の研修会や懇親会、無料相談会
の開催、会報誌の発行、ゴルフ
コンペの開催、会員家族を含め
た厚生行事の開催などの活動を
行っております。
　岐阜青税は全国青税に所属す
る単位青税の中では小規模な単
位青税でありますが、なんと来
年創立 40 周年を迎えることと
なりました！
　小規模な単位青税ながらも会
員が減少せず創立 40 周年を迎
えられるのは、懇親団体として
の活動を重視するという諸先輩
方より受け継いだ岐阜青税の基
本理念によるものが大きいので
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はと思っております。
　今年度も岐阜青税らしく活動
して参ります。1 年間どうぞよ
ろしくお願いいたします。

　みちのく青税代表

三 浦 二 郎
　世界経済の長期低迷が確定的
になってきたと最近のマスコミ
が報じている。東日本大震災よ
り立ち直りつつありますが、み
ちのく青税会員も少数のままの
状況です。
　全国青年税理士連盟の各位に
は、仙台で大会が開催されるな

ど、力強いご支援をいただきま
した。今後は少しずつでも会員
を増やすべく、努力して行く所
存です。

　熊本青税代表

髙濵三喜夫
　全青執行部の皆様及び大会実
行委員会の皆様、さいたま大会
お疲れ様でした。そして、新執
行部の皆様、一年間よろしくお
願いします。年に一回の全青大
会の参加を楽しみにしていま
す。いつまで参加できるかわか
りませんが、できるだけ参加し

ていきたいと思っています。今
年は福岡での理事会ですが、毎
回たくさんの理事の方々に参加
していただきありがとうござい
ます。
　私のあとは下田税理士が継い
でくれると思っています。九州
の地に全青の火を絶やさないよ
うにしていきたいと思っていま
す。
　今年もよろしくお願いしま
す。

　2015 年 8 月 9 日、全国青年
税理士連盟第 48 回定時総会（さ
いたま大会）がラフレさいたま
にて開催されました。
　総会は 14 時 15 分より、平良

夏木会員、阿部圭子会員（東京
青税）の司会のもと、田中紀彰
会員（埼玉青税）の開会の辞に
より開会されました。まず、司
会者より来賓の方々が紹介され

ました。次に、議長として坂田
覚会員（東京青税）、新開章会
員（名古屋青税）、市木雅之会
員（近畿青税）の 3 人が選出さ
れ、議事が始まりました。

2015 年 8月 9日　ラフレさいたま

第 48 回　定時総会報告（さいたま大会）

新会長は福島重典会員（近畿青税）
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議案審議

　第 1 号議案（2014 年度事業
報告承認の件）は小林弘隆総務
部長（名古屋青税）より 2014
年度の事業活動が説明され、第
2 号議案（2014 年度決算承認の
件）は櫻井繁樹経理部長（近畿
青税）より決算の報告がなされ
ました。続いて決算について、
菅原祥元会計監事（東京青税）
より会計監査報告がなされまし
た。水野誠会員（名古屋青税）
より全国青税の対外組織活動の
一環である未加入個人会員宛の
メールリストの収集方法につい
て質問があり、坂本和穂会長よ
りホームページ等からの継続的
な収集活動を行っていた旨説明
がありました。議長は裁決に入
り、第 1 号議案並びに第 2 号議
案ともに賛成多数で可決されま
した。
　第 3 号議案（役員改選の件）
は片山泰宏会長等推薦委員長

（個人会員）より推薦の経緯、
推薦者の経歴等が説明されまし
た。続いて新役員の名簿が配布
され、福島重典新会長（近畿青
税）をはじめとする新役員が満
場の拍手で承認されました。そ
して新旧執行部席の交代の後、
福島重典新会長をはじめ新役員
の紹介が行われました。
　第 4 号議案（2015 年度事業
計画承認の件）は山田隆一新総
務部長（近畿青税）より、第 5
号議案（2015 年度収支予算書
承認の件）は仙田浩人新経理部
長（名古屋青税）より議案提案
がなされました。質疑に入り、
三谷智会員（近畿青税）、石井
文夫会員（千葉青税）、植木心
一会員（近畿青税）らより、税
理士法改正の件、諸外国の税理
士制度の研修の所掌と予算の
件、マイナンバー制度への対応
の件等について質問があり、福
島重典新会長より現状の報告及
び抱負を踏まえた回答がなされ

ました。その後、議長は裁決に
入り、第 4 号議案並びに第 5 号
議案ともに賛成多数で可決され
ました。
　最後に、第 6 号議案（大会宣
言採択の件）が石川哲哉会員（埼
玉青税）によって読み上げられ、
満場の拍手をもって採決されま
した。
　総会の議案審議が全て承認可
決され、議長団は議長席から降
壇しました。
　新会長の挨拶として福島重典
新会長より、今年度 1 年間の活
動方針の抱負が熱く語られまし
た。
　続いて、ご来賓の方々より祝
辞をいただきました。ご来賓と
しまして、関東信越税理士会・
小林健彦会長、韓国税務士考試
会・丘在二会長、広島修道大学・
奥谷健教授、青年法律家協会弁
学部会・嶋田彰浩副議長、全国
青年司法書士協議会・石橋修副
会長、税経新人会全国協議会・

坂本和穂前会長

福島重典新会長

旧執行部

新執行部
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来賓挨拶来賓挨拶

2015 年 8 月 9 日（日）、さい
たま新都心で全国青年税理士連
盟第 48 回全国大会（さいたま
大会）が開催されました。今回
は、全国青税の財政状況や実行
委員会の負担を考慮して、例年
行っている各単位青税へ参加要
請に出向きませんでしたが、各
単位青税の会長等の協力のおか
げでほぼ目標通りのお申し込み
をいただきました。お盆の時期
にも重なり心配していた参加者
数ですが、多数の会員にご参加
いただき感謝しております。ま
ずはこの場を借りてお礼申し上
げます。

当日はそれまでの酷暑が多少
和らぎ、絶好（？）の全国大会

日和となりました。
例年と違い韓国税務士考試会

のメンバーが前日ではなく当日
に来日する予定であったため、
朝から空港への出迎えを全国青
税理事と埼玉青税会員に依頼し
つつ、総勢 80 名弱の埼玉青税
会員のうち 50 名近くの会員が
集まり、誘導、受付などの各責
任者を中心に記念講演準備、会
場設営や懇親会の段取りが始ま
りました。

基調講演はさいたま市観光政
策アドバイザーであった溝畑宏
氏に依頼し、「地域活性化が明
日の日本を拓く」というテーマ
で行いました。税理士として、
地域に密着した仕事をして地域

の活性化に役立てれば
という思いを新たにし
ました。

定時総会の司会は東
京青税の平良会員と阿
部会員に依頼し、準備
段階からご協力いただ
き大変助かりました。
定時総会では活発な質

疑や意見があり、熱い議案審議
が行われたと聞いております。

懇親会の開始直前に用意して
いたはずの花束がなく急いで買
いに行ったり、日税連の神津会
長の出迎えも行き違いがあった
りと、なかなか想定通りには進
まないものだということを痛感
しました。

懇親会は埼玉青税のアイドル
（？）伊東会員の太鼓で始まり、
埼玉県のご当地アイドルのピン
キッシュにも場を盛り上げても
らい、盛況のうちに開催できま
した。

思 い 起 こ せ ば 約 1 年 前 の
2014 年 7 月 5 日、埼玉青年税
理士連盟の定期総会ではすんな
りと全国大会実行委員長予定者
が決まりませんでした。しかし、
そのままで 8 月の岐阜大会を迎
えるわけにもいかないと考えて
埼玉青税内で話し合い、7 月 16
日に臨時総会を開催し、私が実
行委員長予定者となりました。
この時点で既に、本来の予定よ
り数ヶ月遅れている状況ではあ

　　　さいたま大会総括報告
� 前全国大会実行委員長　　　　　　　　
� 田 村 雅 幸（埼玉）　　　　　

� 神津日税連会長� 丘韓国税務士考試会会長

��司会　平良会員、阿部会員（東京青税）

松田周平副理事長と多くの方々
にご臨席を賜りました。
　最後に、芳賀保則新副会長（東
京青税）の閉会の辞により全国
青年税理士連盟第 48 回定時総
会が無事終了しました。
� （総務部長　山田隆一）
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りましたが、すぐに日程の絞り
込みや、会場確保に動き始めま
した。

8 月 3 日の岐阜大会の懇親会
で埼玉大会を PR する場面で

は、会場をまだ仮予約しただけ
でほとんど何も決まっていない
状況でしたが、埼玉青税会員と
一緒にステージ上に立った時に
緊張感と責任感とプレッシャー
が入り混じったものを感じまし
た。

困っていると色々な方に助け
ていただき、前年の岐阜大会実
行委員長の清水さんにも多大な
協力をいただき本当に助かりま
した。この場を借りてお礼申し
上げます。

終わってみれば無事に開催す
ることができたと感じています

が、参加いただいた全国青税の
会員の皆様、新旧執行部、埼玉
青税の会員の協力のおかげで
す。

また、副実行委員長の大竹会
員には埼玉青税内部をまとめて
いただき、事務局の泉会員には
各単位青税などとのやりとりで
迅速な対応をしていただき、本
当にお世話になりました。

実行委員のメンバーは大変貴
重な経験をすることができ、今
後の青税活動、税理士活動に必
ずプラスになると思います。本
当に、本当にお疲れ様でした。溝畑　宏氏

「埼玉青税のみなさん」

「太鼓�埼玉青税の伊東会員（左）」

「埼玉のご当地アイドル�ピンキッシュ」

「埼玉青税会員の準備風景」

定時総会懇親会スケッチ

あとがき
はじめての全国青税の役員

就任で全国大会以降あわただ
しく編集作業をしていまし
たが、皆様のご協力でスケ

ジュール通りの発刊となりまし
た。次回秋季シンポジウムでお
会いしましょう！

広報部長　塚下順司
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秋季シンポジウム


